
令和8年度 第2回

あまがさきＷｅｂアンケート

結果集計

【テーマ】

たばこ対策について

【実施期間】

5月1日午前9時　～　5月10日午後5時



その他 24 3.0%
無職 113 14.0% その他 29 3.6%

パートアルバイト 150 18.6% 園田地区 128 15.9%
公務員 32 4.0% 武庫地区 87 10.8%

主婦・主夫 160 19.9% 立花地区 235 29.2%
自営業 33 4.1% 大庄地区 71 8.8%
会社員 291 36.1% 小田地区 146 18.1%

Q3 ： 職業 Q4 ： 居住地区
学生 3 0.4% 中央地区 110 13.6%

70代 102 12.7%
80～ 13 1.6%

50代 263 32.6%
60代 204 25.3%

回答しない 24 3.0% 40代 150 18.6%
その他 3 0.4% 30代 55 6.8%

女 454 56.3% 20代 16 2.0%

Q1 ： 性別 Q2 ： 年代
男 325 40.3% ～19 3 0.4%

目　的

　尼崎市内に在住・在勤・在学の方々を対象にアンケート調査を実施することにより、市民の皆様
のご意向やご意見を迅速に把握し、その結果を施策・事業の発案や見直しを検討する際の材料
として活用することとしています。

回　答　者　属　性

回答者数 806人
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※単一回答　

※単一回答　※入力必須

※複数回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須 ［n=806］

年に数回通る 41 5.1%
ほとんど通らない 53 6.6%

週に数回以上通る 532 66.0%
月に数回通る 180 22.3%

過料を徴収していることも、過料の金額も知らなかった 137 17.0%
［n=806］

Q10： 市内の路上喫煙禁止区域を通ることはありますか。

過料を徴収していることも、過料の金額も知っている 472 58.6%
過料を徴収していることは知っていたが、過料の金額まで
知らなかった

197 24.4%

知らなかった 55 6.8%
［n=806］

Q9： 市内鉄道駅周辺で指定している路上喫煙禁止区域内で路上喫煙した場合、過料1,000円
を徴収されることを知っていますか。

知っている 556 69.0%
なんとなく知っている 195 24.2%

どれも知らない 168 20.8%
［n=806］

Q8： 市内鉄道駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定していることを知っていますか。

兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例 365 45.3%
尼崎市たばこ対策推進条例 366 45.4%

［n=８０６］

Q７： たばこや受動喫煙防止についての法律や条例があるのを知っていますか。
健康増進法 459 56.9%

以前から吸っていない 527 65.4%
以前は吸っていたが現在は吸っていない 206 25.6%

［n=２９］

Q6： 普段たばこを吸いますか（加熱式たばこを含む）。
吸っている 73 9.1%

普段関わりはないが、興味をもっている 4 13.8%
その他 4 13.8%
回答なし 5 17.2%

尼崎市とどのような関わりを持っていますか。
市内で働いている 8 27.6%
市内に通勤・通学はしていないが、時々くる 8 27.6%

令和8年度 第2回

Q5： （市外にお住まいの方）
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※複数回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須

※複数回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須 ［n=８０６］

阪神杭瀬駅 10 2.7%

阪神杭瀬駅 14 1.7%

阪神尼崎センタープール前駅 9 1.1%
阪神武庫川駅 19 2.4%

阪神出屋敷駅 29 3.6%

阪神大物駅 20 2.5%

阪急園田駅 66 8.2%
阪神尼崎駅 81

Q11： 普段利用する駅を教えてください（主な駅を一つ）。

10.0%

阪急武庫之荘駅 148 18.4%
阪急塚口駅 92 11.4%

JR塚口駅 55 6.8%
JR猪名寺駅 17 2.1%

普段利用している駅はない 13 1.6%

阪神武庫川駅 7 1.9%

阪神尼崎駅 41 11.1%
阪神出屋敷駅 18 4.9%

阪神大物駅

JR尼崎駅 139 17.2%
JR立花駅 104 12.9%

3.2%

10.3%

［n=３７０］

JR塚口駅 28 7.6%
JR猪名寺駅

阪急園田駅 26 7.0%

14 3.8%
阪神尼崎センタープール前駅 12

10 2.7%
阪急武庫之荘駅 52 14.1%
阪急塚口駅 61 16.5%

［n=592］

すべての駅 151 40.8%
JR尼崎駅

Q10-4： (Q10-3でもっと増やすべきと回答した方）
掲示物が不足していると感じる駅を教えてください。

65 17.6%
JR立花駅 38

目立っているため今のままで十分 215 36.3%
目立ちすぎているため減らすべき 7 1.2%

［n=753］

Q10-3： (Q10-2でいずれかの掲示物を見たことがあると回答した方）
路上喫煙禁止区域内にある禁止区域を示す掲示物の数について、どう思いますか。
目立っていないためもっと増やすべき 370 62.5%

覚えていない 127 16.9%
見たことがない 34 4.5%

横断幕 65 8.6%
ポスター 126 16.7%

路面シール 399 53.0%
のぼり 94 12.5%

Q１０-２： （Q１０で「週に数回以上」「月に数回」「年に数回」通ると回答した方)
路上喫煙禁止区域内で禁止区域であることを示す掲示物について、見たことがあるものを
教えてください。
立て看板 300 39.8%
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※単一回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須

※単一回答　※入力必須

※複数回答　※入力必須

※自由記述　※主な意見

よく分からない 180 22.7%
［n=793］

変わっていない 361 45.5%

Q１１-2： (Q11で普段利用する駅名を回答した方）

良くなった 240 30.3%

悪くなった 12 1.5%

じますか。

やけどのおそれ 185 26.8%
受動喫煙によるにおい 513 74.3%

その内容を教えてください。
ポイ捨て 595 86.2%
受動喫煙による健康被害 419 60.7%

・具体的なデータを示した啓発
（年間のたばこ代の表示、喫煙による病気のリスクや受動喫煙による影響の表示、ポイ捨て
された吸い殻の可視化等）

・継続した啓発

その他 57 8.3%
［n=690］

Q1４： 喫煙ルールの遵守または喫煙マナーのいずれかを向上させるため、「巡回指導の強化」「罰
則の強化」の二つの手法以外に、効果的と思われる啓発手法があれば記載（提案）くださ
い。
・喫煙者への講習や小・中・高からの教育の実施
・たばこの健康被害を情報を発信し、喫煙者自体を減らす取組
・駅前で定期的に音声による啓発の実施

14.4%
［n=８０６］

Q１３-２： (Q１３で「ある」と回答した方）

［n=８０６］

Q１３： たばこのマナーに関して不満をお持ちですか。
ある 690 85.6%
ない 116

不必要 320 39.7%
わからない 110 13.6%

Q12： 駅周辺の路上喫煙禁止区域内に喫煙所は必要だと思いますか。
必要 376 46.7%

Q11で答えた駅について、路上喫煙禁止区域に指定する前と比べ、どう変化していると感
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